
№ 事業者名称（事業所名称） 〒 所在地 電話番号 事業者番号
担当

センター

1
東池袋四丁目介護支援セン
ター

117-
0013

東京都豊島区東池袋５－20－７
飯塚ビル２F

03-6914-0413 1371603901 大塚

2 居宅介護支援事業所　リアン
325-
0043

栃木県那須塩原市橋本町8－50 0287-63-2255 971301270 富坂

2頁のとおり

介
護
保
険
法

厚
労
省
通
知

区
要
領

　介護保険法第58条第１項及び第115条の46第１項の規定により、要支援または事業対象者と認定され
た方が介護予防サービスや介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス・通所型サービス等を利
用する際は、高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）がケアマネジメントを担当しケア
プランの作成等を行います。なお、同法第115条の23第３項及び第115条の47第５項において、ケアプラ
ンの作成等の一部業務については、居宅介護支援事業者（要介護のケアプランを作成するケアマネ
ジャー）に委託することができるとされています。

　厚生労働省老健局通知「地域包括支援センターの設置運営について」（一部改正：平成28年１月19日
老総発0119第１号・老高発0119第１号・老振発0119号第２号・老老発0119第１号）５(1)①及び(2)にお
いて、公正・中立性を確保する観点から、委託について地域包括支援センター運営協議会（本区では地
域包括ケア推進委員会）の議を経る必要があるとされています。

　これらを踏まえ、本区では、ケアプランの作成等を委託する場合の基準として「文京区介護予防支
援・介護予防ケアマネジメント受託事業者名簿取扱要領」を定め、次のように規定しています。
・受託を希望する事業者は、地域包括ケア推進委員会の承認を得て、受託事業者名簿に登録しなければ
ならない。
・未登録の事業者に委託を行う場合は、該当事業者に対して高齢者あんしん相談センターが個別指導
（文京区又は都道府県の介護予防に係る研修を受講していない場合）を行ったうえで、受託事業者名簿
へ仮登録を行い委託することができる。仮登録した場合は、直近の地域包括ケア推進委員会に諮問し、
その承認を受けなければならない。

【資料第１号】高齢福祉課

令和６年度介護予防支援・介護予防ケアマネジメント受託事業者名簿への登録について

令和6年7月26日

１　仮登録事業者一覧

※参考

２　居宅介護支援事業者の概要
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